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公民が連携した今後の住宅セーフティネットのあり方

平成３０年度 京都市住宅審議会 答申（概要）
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＜全体的な考え方＞

〇 公民が連携しながら環境整備を進めていく中で，公営住宅だけで
なく，民間賃貸住宅の活用も含め，公民がトータルで要配慮者の住ま
いを確保するという方向で「今後の住宅セーフティネットの構築」と
「横断的な連携」を進めるべき

＜賃貸住宅市場全体による住宅セーフティネットの構築＞
〇 公民の横断的な相談体制や住情報の提供をはじめ，民間賃貸住宅に
よる要配慮者への住まいの提供，さらには，公営住宅の空き住戸を活
用した民間事業者による居住支援といった，公民がエリアごとで連携
することが考えられる。

＜住宅施策と福祉施策の横断的な連携＞
〇 行政の住宅部局と福祉部局がより一層の連携を図るほか，住宅部局
が福祉関係団体や福祉事業者とも直接関係を持つなど，住宅セーフテ
ィネットの機能強化に向けて住宅施策と福祉施策が横断的に連携を図
る中で，今後の効果的な施策展開に繋げていくことが必要である。



■ 公民による住宅セーフティネットの方向性（イメージ）

平成３０年度 京都市住宅審議会 答申（概要）
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（１） 民間における様々なセーフティネット住宅

公民連携による住宅セーフティネットについて
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＜ 市営住宅 ＞ ＜ 民間賃貸住宅 ＞

府営住宅 ：計 5,120戸

管理戸数 計１８，７２９戸
入居戸数 計１５，２４５戸

※   令和2年４月1日時点
※１ 令和2年８月末時点
※２ 令和2年７月7日時点

(※)

(※)

〇すこやか賃貸住宅
計 5,046戸(※)

〇国のセーフティネット住宅
計 26戸(※１)

〇生活保護（住宅扶助）による
民間賃貸住宅
入居戸数 計22,967戸(※２)

〇サービス付き高齢者向け住宅
計 4,099戸(※)

〇高齢者向け優良賃貸住宅
計 228戸(※)

（注）すこやか賃貸住宅には， UＲ賃貸住宅やサービス付き高齢者向け住宅が一部重複
生活保護（住宅扶助）による民間賃貸住宅には，ＵＲ賃貸住宅が一部重複

約３２，３００戸

＜ 公営住宅 ＞

管理戸数 計 ４，４４８戸
入居戸数 計 ２，４９９戸

(※)

＜ 改良住宅 ＞

入居戸数
約１７，７００戸

UR賃貸住宅 ：計14,036戸
公社賃貸住宅 ：計 488戸

約１４，５００戸

(※)



（１） 民間における様々なセーフティネット住宅
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＜ 参考 ＞民間市場における空き住戸の状況

株式会社リクルート住まいカンパニーの不動産・住宅サイト SUUMO（スーモ）に掲載さ
れていた京都市内の賃貸マンションの空き住戸数：計３７，４６０件（令和２年６月第３週）

間取り ５万円未満 ５～７万円 ７万円以上 合計

１Ｒ，１Ｋ，１ＤＫ １４，８８３件 ８，７９６件 １，７１３件 ２５，３９２件

間取り ６．５万円未満 ６．５～８万円 ７万円以上 合計

１ＬＤＫ，２Ｋ，２ＤＫ ３，１６９件 １，３２９件 １，５１５件 ６，０１３件

間取り ７万円未満 ７～１０万円 １０万円以上 合計

２ＬＤＫ，３Ｋ，３ＤＫ １，２１３件 １，６２７件 ９３８件 ３，７７８件

間取り １０万円未満 １０～１２万円 １２万円以上 合計

３ＬＤＫ，４Ｋ，４ＤＫ
以上

１，１７８件 ３２７件 ７７２件 ２，２７７件

間取りと月額家賃別の賃貸マンション物件数（令和２年６月第３週時点）



（２） 住宅確保要配慮者への居住支援体制の充実等

公民連携による住宅セーフティネットについて

５

＜現在の取組状況＞

一人暮らしの高齢者の方等が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援する
ため，また民間賃貸住宅への円滑な入居を促進させるため，不動産事業者（すこ
やか賃貸住宅協力店）と社会福祉法人が連携し，低廉なすまい確保と見守り・保
健福祉に関する生活相談等のサービスを一体的に提供する事業

高齢者すまい・生活支援事業

行政区 北 上京 東山 山科 南 右京 伏見 計

学区数※
【全学区数】

6
【15】

3
【9】

7
【10】

13
【13】

10
【13】

13
【23】

18
【34】

71
【117】

社会福祉法人
（施設）数

2 1 1 1 2 2 3 12

主な不動産
事業者数

8 8

○対象地域・参画団体（施設）数等

※東山・南・右京の学区数は休校又は統合により現在と異なる。

引き続き，実施地域の拡大等を働きかけ



（２） 住宅確保要配慮者への居住支援体制の充実等

公民連携による住宅セーフティネットについて
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＜現在の取組状況＞

障害のある方への居住支援の検討

【実情の把握】

障害のある方の入居斡旋に関する実情を把握するため，すこやか賃貸住宅協力店
及び京都市障害者地域生活支援センター（委託相談支援事業所）へのアンケート
並びに不動産団体へのヒアリングを実施

【見えてきた課題等】

・ 不動産業者やオーナーが，障害について，また，障害のある方には，どのよう
な住宅ニーズがあるか等の理解・認知が低い。

・ 不動産業者やオーナーによっては，これまでから障害のある方の入居受入れ
等を行っているものの，障害の状況等によっては，対応が難しい場合がある。

・ 京都市障害者地域生活支援センターでは，障害のある方の入居に理解が高い
不動産業者やオーナーと関係を構築する機会が少ない。

保健福祉局と連携し，不動産業者やオーナーに対して，障害への理解を深めていただく
ための研修を実施していくことや，どのような施策を実施すれば，不動産業者やオーナー
が抱く不安を克服していけるか等について，京都市居住支援協議会に部会を設置して，
協議していく方向で検討中

【現在の検討状況】



（３） 公民の連携による住宅セーフティネット機能の拡充

公民連携による住宅セーフティネットについて
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＜現在の取組状況＞

居住支援法人との連携の検討

【実情の把握】

前回の検討部会における議論を受け，京都市内で，住宅確保要配慮者の民間賃貸
住宅への入居支援に取り組んでいる居住支援法人（計６法人）に対して，公営住
宅の空き住戸の利活用に関する興味の有無等についてアンケートを実施

【引き続き検討が必要な事項】
〇 公営住宅の空き住戸を活用しようとする際の条件について，確認・調整が必要

（例）・ 借り上げる期間はどの程度を想定しているか？
・ エレベーターの設置や低層階であることが必須か？
・ 団地内の複数の住戸を借りる必要があるか？ など

〇 現在の入居者のコミュニティに配慮し，団地自治会の要望やニーズ等を十分に踏
まえつつ，どの団地で取り組むことが可能であるか等，両者をマッチングしていく
ことが必要 など

６法人から「興味がある」との回答


